
 
 
 
 
 
 
 
 

 
日南海岸サイクルツーリズム協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、「日南海岸サイクルツーリズム協議会（以下、「本会」という。）」

という。 

（目的） 

第２条 本会は、風光明媚な日南海岸地域を縦走する国、県、市道等をサイクリン

グロードと位置付け、その利用を促進させるため、イベント等の企画や施設

の整備により、自転車愛好者や観光客等の増加と利便性向上、さらに地域との

交流による賑わいの創出を図ることを目的とする。 

（所掌事務） 

第３条 本会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）日南海岸サイクルツーリズムに伴う企画及び環境整備に関すること。 

（２）日南海岸サイクルツーリズムに伴う調査及び研究に関すること。 

（３）日南海岸サイクルツーリズムに伴う関係機関との協議及び調整に関する

こと。 

（４）その他、日南海岸サイクルツーリズム上必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第４条 本会は、別表第１に掲げる者で組織する。 

（会長等） 

第５条 本会に会長及び副会長１名並びに監事２名を置く。 

２ 会長は、会員の互選により選出し、副会長は会長の推薦によるものとする。 

３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 

５ 監事は、協議会において会員の中から選出する。 

６ 監事は、協議会の運営及び会計を監査し、協議会に報告する。 

（会議） 

第６条 本会は、会長が召集する。 

２ 本会は、会員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めたときは本会に会員以外の者を出席させ、説明又は 

意見を聴くことができる。 

４ 本会は、収支予算及び決算に関することを審議する。 

資料２ 



（部会等の設置） 

第７条 本会に企画部会並びに整備部会（以下「作業部会」という。）を置く。 

２ 作業部会は、別表第２から３に掲げる者をもって組織する。 

３ 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は部会員の互選により選出し、

副部会長は部会長の推薦によるものとする。 

４ 作業部会は、第３条に記載のある所掌事務を取り扱う。 

５ 作業部会は、部会長が召集する。 

６ 部会長は、必要があると認めたときは作業部会に会員以外の者を出席させ、説

明又は意見を聴くことができる。 

７ 部会長は、協議会委員を兼務し、本会が開かれる際は出席し、作業部会の報告

を行うものとする。 

（庶務） 

第８条 本会の庶務は、日南市並びに国土交通省宮崎河川国道事務所において処理す

る。 

２ 作業部会の庶務は、宮崎市、日南市並びに串間市が企画部会を処理し、国土交

通省宮崎河川国道事務所が整備部会を処理する。 

３ 本会の経費の庶務は、日南市が処理する。 

（経費） 

第９条 本会の経費は、関係市負担金及びその他の収入をもってあてる。 

（会計年度） 

第 10 条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（委任） 

第 11 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 

 

附則 

この規約は、平成２７年１０月３０日から施行する。

附則 

この規約は、平成３０年 ４月 １日から施行する。

附則 

この規約は、令和 元年 ７月 ８日から施行する。

附則 

この規約は、令和 ３年 ４月２６日から施行する。 

附則 

この規約は、令和 ８年 ５月２６日から施行する。 

 



別表第1

日南海岸サイクルツーリズム協議会委員 令和8年5月26日現在

所　　属 役　　職 備　考

宮崎市 市長

日南市 市長 会長

串間市 市長 監事

宮崎県　総合政策部
総合政策部次長
（政策推進担当）

宮崎県　商工観光労働部 観光経済交流局長 監事

宮崎県　県土整備部
県土整備部次長

（道路・河川・港湾担当）

国土交通省　九州地方整備局　宮崎河川国道事務所 所長 副会長

国立大学法人　宮崎大学　地域資源創成学部 名誉教授



別表第2

日南海岸サイクルツーリズム協議会　企画部会員 令和8年5月26日現在

所　　属 役　　職 備　考

国立大学法人　宮崎大学　地域資源創成学部 教授 部会長

日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会 会長

道の駅「なんごう」 駅長

道の駅「フェニックス」 駅長

道の駅「くしま」 駅長

ひなた自転車協会 事務局長

宮崎市サイクリング協会 会長

日南市サイクリング協会 理事長

串間市サイクリング協会 会長

宮崎商工会議所 課長補佐

日南商工会議所
事務局長兼
業務課長

串間商工会議所 中小企業相談所長

公益社団法人　宮崎市観光協会 常務理事

一般社団法人　日南市観光協会 事務局長

一般社団法人　串間市観光物産協会 事務局長

宮崎市　観光商工部　観光戦略課 課長

日南市　総合政策部　未来創生課 課長

日南市　産業経済部　観光・クルーズ課 課長

串間市　生涯学習課 課長

串間市　商工観光スポーツランド推進課 課長

宮崎県　総合政策部　総合交通課 課長

宮崎県 商工観光労働部　観光経済交流局　スポーツランド推進課 課長

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 計画課 課長

オブザーバー

宮崎県警察本部　交通規制課 規制第一補佐

宮崎南警察署　交通課 課長

日南警察署　交通課 課長

串間警察署　地域交通課 課長

事務局

宮崎市　観光商工部　観光戦略課 主任主事

日南市　総合政策部　未来創生課 主任主事

串間市　商工観光スポーツランド推進課 主任主事



別表第3

日南海岸サイクルツーリズム協議会　整備部会員 令和8年5月26日現在

所　　属 役　　職 備　考

国立大学法人　宮崎大学　地域資源創成学部 教授 部会長

日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会 会長

ひなた自転車協会 事務局長

宮崎市サイクリング協会 会長

日南市サイクリング協会 理事長

串間市サイクリング協会 会長

宮崎市　都市整備部　都市計画課 課長

日南市　建設部　建設課 課長

串間市　都市建設課 課長

宮崎県 県土整備部　道路保全課 課長

宮崎土木事務所　道路課 課長

日南土木事務所　工務課 課長

串間土木事務所　工務課 課長

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 計画課 課長

オブザーバー

宮崎県警察本部　交通規制課 規制第一補佐

宮崎南警察署　交通課 課長

日南警察署　交通課 課長

串間警察署　地域交通課 課長

事務局

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所　計画課 専門官




